
重 要 事 項 説 明 書 
 

 

 サービスの提供開始にあたり、事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上

ご注意いただきたいことを、次のとおり説明いたします。 

 

１．事業者 

法人名 株式会社ヒューマンサポートライフ 

本社所在地 茨城県日立市城南町三丁目４番１号 

電話番号 ０２９４－２１－４４１０（代表） 

代表者氏名 代表取締役   伊 藤  毅 

 

 

２．事業所概要 

事業所の種類 

指定小規模多機能型居宅介護事業所 

 ２０２１年４月３０日 指定 

 ひたちなか市 第０８９２１００１４０号 

事業所の目的 

指定小規模多機能型居宅介護又は介護予防小規模多機能型居

宅介護の提供にあたる者が、要介護状態にある高齢者又は要

支援状態にある高齢者に対し、適正なサービスを提供するこ

とを目的とする。 

事業所の名称 らいふホーム長堀 

事業所の所在地 茨城県ひたちなか市長堀町１丁目５－２２ 

電話番号 ０２９－２７２－２１７１ 

ＦＡＸ番号 ０２９－２７２－２１７３ 

管理者氏名 鈴木 崇史 

当事業所の 

運営方針 

お客様が住み慣れた地域で生活するため、自宅で可能な限り

暮らし続けられるような生活の支援を目的として、介護保険

法令に従って、通い・訪問・宿泊サービスを柔軟に組み合わせ

てサービスを提供する。 

開設年月日 ２０１６年４月１日 

登録人員 ２９名（通い定員１８名、宿泊定員９名） 

敷地面積 １，０３０．１４㎡ 

建物構造 木造平屋建て 

延床面積 ２８６．９３㎡ 

宿泊室   ９．９３㎡ （個室対応 ９部屋） 

デイルーム  ６２．１０㎡ 

台 所  １１．１７㎡ （ＩＨ対応） 

浴 室  １４．９０㎡ （個浴・機械浴対応） 

消防設備 
消火器・誘導灯・非常灯・自動火災報知機・非常通報装置・ス

プリンクラー 

その他  

※ 上記は厚生労働省が定める基準により、指定小規模多機能型居宅介護事業所に設置が

義務付けられている施設・設備です。 



 

３．事業実施地域及び営業時間 

営業日 年中無休 

通 い ９時００分 から １８時００分 まで 

訪 問 ２４時間 

宿 泊 １８時００分 から ９時００分 まで 

実施地域 
ひたちなか市が定めた日常生活圏域の中で、主として一中地区を

実施区域とし、その他地区は要相談区域とする。 

 

 

４．職員の配置状況 

職  種 人  員 

管理者 １名（常勤兼務１名） 

介護支援専門員 １名（常勤１名） 

看護師 ２名（常勤２名） 

介護福祉士 ９名（常勤７名、常勤兼務１名、非常勤１名） 

ヘルパー２級及び初任者研修修了者 ２名（非常勤２名） 

調理員 １名（非常勤１名） 

（２０２４年４月１日現在）  

 

 

５．提供するサービス内容 

サービス区分と種類 サービスの内容 

居宅サービス計画・小規

模多機能型居宅介護計

画の作成 

お客様の心身の状況、希望及びその置かれている環境を

踏まえて、通いサービス、訪問サービス、宿泊サービス

を柔軟に組み合わせて居宅サービス計画・小規模多機能

型居宅介護計画を作成します。 

相談・援助等 お客様の心身の状況等を的確に把握し、お客様及びご家

族様等の相談に適切に応じ、支援を行います。 

通
い
サ
ー
ビ
ス
及
び 

宿
泊
サ
ー
ビ
ス 

介護サービス 移動、排せつ、食事、入浴など日常生活上必要な支援を

行います。 

健康状態の確認 血圧、体温の測定やお客様の健康状態の把握に努めます。 

機能訓練 お客様の能力に応じて移動、排せつ、食事、入浴等の日

常生活動作を通じた訓練や集団的に行うレクレーショ

ン、体操等を通じた訓練を行います。 

送迎サービス 事業所が保有する送迎車輌により、お客様の居宅と事業

所までの間の送迎を行います。 

訪
問 

サ
ー
ビ
ス 

身体介護 排せつ、食事、清拭、体位変換等を行います。 

生活援助 買い物、掃除、洗濯などの支援を行います。 

その他 お客様の安否確認等を行います。 

  



 

６．サービス利用料金 

  別紙利用料金表をご確認ください。 

 

７．虐待防止のための措置に関する事項 

（１）事業所は、お客様の人権の擁護・虐待防止のため次の措置を講じていきます。 

 ①責任者の選定（管理者） 
 ②虐待を防止するための従業者に対する研修の実施 
 ③虐待等に対する相談窓口の設置 
 ④その他、虐待防止のための必要な措置 

（２）事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢 

   者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われるお客様を発見した場合は、速 

   やかに、これを市町村に通報するものと致します。 

 

８．衛生管理等 

（１）事業所は、介護支援等に使用する用備品を清潔に保持し、定期的な消毒を施す等、 

   常に衛生管理に十分に留意していきます。 

（２）事業所は、感染症の発生、又はまん延しないように必要な措置を講じていきます。 

（３）事業所は、職員に対し感染症に関する基礎知識の習得に努めるとともに、年１回の 

   健康診断を受診させていきます。 

 

９．業務継続計画の策定等 

（１）感染症や非常災害の発生時において、サービスの提供を継続的に実施するための、 

   及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画 

   に従い必要な措置を講じていきます。 

 

１０．身体拘束等の禁止 

（１）事業所は、サービスの提供に当たっては、お客様又は他のお客様の生命又は身体を 

   保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等の行動を制限する行為を 

   行わないようにします。 

（２）身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際のお客様の心身の状況 

   並びに緊急やむを得ない理由を記録します。 

 

１１．外部機関からの評価等 

（１）運営推進会議の開催 

 事業所では、小規模多機能型居宅介護の提供にあたり、サービスの提供状況について定

期的に報告するとともに、その内容等についての評価、要望、助言を受けるため、下記の

とおり運営推進会議を開催しています。 

構 成 
お客様、お客様の家族、地域住民の代表者、市町村職員、施設管理者、

小規模多機能居宅介護について知見を有する者等 

開 催 ２ヶ月に１回 

会議録 運営推進会議の内容、評価、要望、助言等について記録を作成します。 



 

（２）外部委託による第三者による評価の実施状況 

実 施 状 況 なし 

実施した評価機関の名称 ― 

当該結果の開示状況 ― 
 
１２．非常災害時の対応 

（１）非常災害時の関係機関への通報及び連携協力体制を整備するとともに、避難誘導、

救護活動、必要な物資の備蓄等に関する具体的な計画を定め、それらを定期的に従業

者に周知し、並びに避難訓練、救護訓練その他必要な訓練を定期的に行います。 

（２）避難誘導、救護活動、前項に規定する訓練その他の非常災害対策の実施にあたって

は、地域住民との連携協力体制を整備するよう努めます。 

 ひたちなか・東海広域事務組合 

    消防本部への届出日  ２０２３年６月２６日 

    防 火 管 理 者   角田 翼 

    消 防 用 設 備   消火器・誘導灯・非常灯・ 

       自動火災報知機・非常通報装置・ 

       スプリンクラー 
 
１３．苦情相談の窓口 

（１）当事業所における窓口 

苦情相談窓口 管理者  鈴木 崇史 

電話番号 ０２９－２７２－２１７１ 

受付時間 ９：００ ～ １７：４５ 

（２）行政機関等の苦情相談窓口 

苦情相談窓口 
ひたちなか市役所 

介護保険課 

茨城県国民健康保険団体連合会 

介護保険課 

電話番号 ０２９－２７３－０１１１ ０２９－３０１－１５６５ 

受付時間 
８：３０～１７：１５ 

（平日） 

９：００～１６：３０ 

（平日） 
 
１４．サービス利用にあたっての留意事項 

（１）サービス利用の際には、介護保険被保険者証をご提示ください。 

（２）事業所内の設備や器具は、本来の用法に従ってご利用ください。これに反したご利

用によって破損等が生じた場合、弁償していただく場合があります。 

（３）他のお客様の迷惑になる行為はご遠慮ください。 

（４）所持金品は自己の責任で管理してください。 

（５）事業所内での他のお客様に対する執拗な宗教活動及び政治活動はご遠慮ください。 
 
１５．看取り介護について 

（１）慢性疾患や加齢に伴う機能低下により、心身が衰弱し、医学的に回復の見込みが望

めないと医師に診断を受けたお客様に対して、当施設の看取り介護を十分に説明し

てご理解が得られた場合、ご自宅での看取りを支援させていただきます。 

（２）看取り介護についての説明・同意につきましては、そういった状況が見込まれる際

に、改めて書面にてご説明させていただきます。 



 

１６．緊急時の対応方法、協力医療機関 

 お客様の主治医又は事業者の協力医療機関への連絡を行い、医師の指示に従います。 

 また、緊急連絡先に連絡いたします。 

主治医 

氏 名  

所属医療機関の名称  

所在地  

電話番号  

緊急連絡先 

氏 名  

住 所  

電話番号  

協力施設 

施設名称 医療法人社団 愛友会 介護老人保健施設 勝田 

所在地 ひたちなか市中根５１２５－２ 

電話番号 ０２９－２７６－３１１１ 

協力医療機関

１ 

医療機関の名称 医療法人社団 愛友会 勝田病院 

所在地 ひたちなか市中根５１２５－２ 

電話番号 ０２９－３５４－５１８４ 

協力医療機関

２ 

医療機関の名称 株式会社日立製作所 ひたちなか総合病院 

所在地 ひたちなか市石川町２０－１ 

電話番号 ０２９－３５４－５１１１ 

協力医療機関

３ 

医療機関の名称 三代内科クリニック 

所在地 ひたちなか市長堀町３－２－４ 

電話番号 ０２９－３５４－０３４８ 

協力医療機関

４ 

医療機関の名称 杉歯科医院 

所在地 ひたちなか市東大島４－４－１４ 

電話番号 ０２９－２７４－４１８２ 

  



 
重 要 事 項 説 明 確 認 書 

 
 
 

 前記の重要事項を証するため、本書２通を作成し、契約者、事業者が署名捺印の

うえ、１通ずつ保有するものとします。 
 
 
 
契約締結日      年   月   日 
 
 
 契約者に対して説明書に基づき、重要事項を説明いたしました。 
 
 事業者名 
 【名称及び代表者】 株式会社ヒューマンサポートライフ 
     代表取締役   伊 藤  毅         印 
 【所在地】  茨城県日立市城南町３－４－１ 
 【施設名称】 らいふホーム長堀 
 【所在地】  茨城県ひたちなか市長堀町１丁目５－２２ 
 
 【説明者氏名】                          印  
 
 
 
 私は、重要事項説明書により、事業者から重要事項の説明を受けました。 
 
 契約者 
 【氏 名】                           印  
 
 【住 所】                              
 
 
 代筆者 
 【氏 名】                           印  
 
 【住 所】                              
    契約者との関係（                  ） 
 
 （契約者の家族） 
  【氏 名】                          印  
 
  【住 所】                             

契約者との関係（                  ） 
 


